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改修工事（機械設備工事）

126

可児市立西可児中学校給水設備改修工事

◎注意事項

　この内訳書の工事項目及び数量は、積算する上での参考
資料です。
　積算の際は、設計図面にて工事項目及び数量を拾い出し
積算して下さい。

教育総務課可児市 教育委員会事務局
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この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事です。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」
に回答するよう対応することです。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議
のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

実施にあたっては、可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領に基づき実施する。

受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査し、差異が生じた場合は速
やかに監督員へ報告すること。

受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

工事施工について

受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないよう
努めること。

工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当
の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、請負人の責任において復旧しなければな
らない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間につい
て、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に
加入するものとする。

ワンデーレスポンスの取組について

提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合
簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、
電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項に
ついては、監督員と協議する。

産業廃棄物の適正処理について

受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利
用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。

建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場
合は、別途協議する。ただし、建設発生土が100m3未満の場合はこの限りではない。また受注者の都合により処分場
を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生
土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。

使用材料

生コンクートについて
本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24Ｎ/㎟以上）については55％以下、無筋コンク
リート及び鉄筋コンクリート（21Ｎ/㎟以下）については60％以下、均しコンクリートについては60％程度とし、品質を証
明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

工事番号 可児市 若葉台 地内 施設名 西可児中学校

工事名 可児市立西可児中学校給水設備改修工事

理         由  工　　事　　概　　要 

円

　西可児中学校の給水配管は建築当初から40
年が経過し、老朽化が進んでおり、漏水によ
る補修工事を頻繁に行っている。学校の衛生
環境等を守るために、給水配管を改修する。

　機械設備工事　一式
　　屋外給水設備改修工事
　　　　ポリエチレン管　316ｍ
　　管理特別教室棟給水設備改修工事
　　　　塩ビライニング鋼管　188ｍ

内消費税相当額

受注者は、工事請負契約書、公共建築工事標準仕様書(最新版)、公共建築改修工事標準仕様書(最新版)、可児市
建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。

特  記  仕  様  書

金     額 円

受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなけれ
ばならない。
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その他図面特記仕様書による。

可児市公共基準点の保全について
工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋲を滅失・き損または、その効用に支障をきたすこと
のないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。

新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について

その他

　本工事において、下記について適切に対応するものとする。

国の「新型コロナウイルスの感染症対策基本方針」及び岐阜県の「建設現場等における新型コロナウイルス感染症対
応マニュアル」に準拠する。

工事現場等において現場状況等を勘案しつつ、現場内のアルコール消毒設置や定期的な消毒など感染予防対策
を徹底すると共に、担当職員や全ての作業従事者等の健康管理に留意すること。

受注した工事に係る作業従事者等において、感染が疑われる場合もしくは感染が判明した場合は、発注者及び保健
所等に連絡すると共に、保健所等の指示に従い適切な措置が講じられるよう、周知を徹底すること。

新型コロナウイルスの影響により、工期の見直しや請負代金額の変更等が必要になる場合については監督員と協議
を行うこと。なお、特段の事情がない限り、受注者の責によらない事由によるものとして取り扱うものとする。

暴力団等による不当介入における通報義務について
受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理
由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報すると
ともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９
号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名
停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。

受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができな
いときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締
結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止し
ている期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。
また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を兼務することができる。
1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が３，５００万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていな
いと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。
現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなけれ
ばならない。

電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決
定すること。

　学校の生徒や先生、来場者等への安全対策に配慮すること。また、学校運営に支障が無い様にするため、学校や教育
委員会と事前に仮設計画や工程等に関する協議を行うこと。
　特に断水による学校運営への影響を十分考慮して工程を調整すること。
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R2.7.1

工事名

施工条件
明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．協議済機関及び内容( ）

Ｂ．未協議機関及び内容( ）

Ａ．許可済

工 程 Ｂ．申請中　　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

８．施工時期 Ａ. 施工時期（ ）

９．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．区間(No. ～ No. ）

Ｂ．着工見込時期( ）

Ｃ．内容（ ）

Ａ．場所（ ）

Ｂ．処理の見込み時期( ）

用 地 Ｃ．未買収地への立ち入り可否( ）

Ａ．官有地

Ｂ．民有地

Ｃ．その他（ ）

Ｄ．別途協議

４．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．騒音（ ）

Ｂ．振動（ ）

Ｃ．水質（ ）

Ｄ．その他（ ）

公 害 対 策 ２．事業損失防止に関する調査あり Ａ．調査の項目( ）

３．環境影響調査あり Ａ．生物・植物調査あり

Ａ．アスベスト含有材あり

Ｂ．フロン回収あり

Ｃ．その他（ ）

Ａ．全面通行止め

Ｂ．片側通行止め

Ｃ．時間制限あり（ ）

Ａ．迂回路あり

Ｂ．仮設歩道必要

Ａ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日

安 全 対 策 Ｂ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日

Ｃ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日

Ｄ．交替要員あり

Ａ．工法制限あり（ ）

Ｂ．作業時間制限あり( ）

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

５．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．搬入経路指定あり

Ｂ．時間帯制限あり

Ａ．一般交通供用あり

Ｂ．安全施設必要（ ）

Ｃ．路面工（ ）

工 事 用 道 路 Ｄ．工事完了後存続又は撤去（ ）

Ｅ．構造（ ）

Ｆ．用地（借地）

Ｇ．用地（公用地）

Ｈ．用地（その他）

３．その他 Ａ．その他（ ）

１．仮設物の指定又は一部指定あり Ａ．工種（ ）

指 定 仮 設 備 Ａ．工種（ ）

Ｂ．内容（ ）

３．その他 Ａ．その他（ ）

学校敷地内徐行

1

学校敷地内通行注意

学校運営に支障がないように配慮すること
学校運営に支障がないように配慮すること

学校運営に支障がないように配慮すること

西可児中学校

特記仕様書
（条件明示）

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずる
ものとする。

２．他機関協議による工程条件あり

４．占用許可状況（　　　　　　　　）

５．建築確認

７．文化財協議（文化財課）

１．関連する別途発注工事あり

６．河川区域、保全区域内作業あり

３．他機関との協議状況

可児市立西可児中学校給水設備改修工事

４．バス路線（運行者との協議）

１．一般道路（搬入路）の使用制限

２．仮設道路の設置条件あり

２．仮設構造物の転用、兼用あり

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり

２．工事用地の未買収

３．仮設ヤードの有無

１．施工方法の制限あり

４．その他

１．交通規制あり

２．通学路あり

２．交通整理員

３．鉄道等の近接作業制限あり



R2.7.1

明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．運搬距離（ Ｋｍ ）

１．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．投棄料計上あり

［場所が未確定］ Ｃ．整地（押土、敷均、締固等）必要

Ｄ．整地（押土）必要

Ａ．盛土、埋戻

２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．ストックヤード利用あり（ ）

［自工事へ流用］ Ｃ．仮置場必要（ ）

Ｄ．運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．場所（ ）

Ｂ．盛土、埋戻

Ｃ．整地（押土、敷き均し、転圧）あり

３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事へ流用、または処分地指定］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり

建 設 発 生 土 Ｈ．処分料計上あり

建 設 （ 産 業 ） 廃 棄 物 Ａ．他工事名（ ）

関 係 Ｂ．請負者運搬あり（運搬距離 Ｋｍ ）

Ｃ．盛土、埋め戻し

４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事からの流用］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．種類（ ）

５．産業廃棄物の処理条件あり Ｂ．場所（ ）

[特別管理産業廃棄物］ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｄ．処理費計上あり

Ａ．槽内洗浄必要

Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり

Ａ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

Ｂ．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書

Ｃ．コブリス

Ｄ．廃棄物処理委託契約、許可書

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
工 事 支 障 物 件 Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．管理者による高さ調整 （ ）
Ｂ．請負者による高さ調整 （ ）
Ａ．移設時期 （ ）
Ｂ．移設時期 （別途協議）

８．その他 Ａ．その他（ ）

１．濁水、湧水処理条件あり Ａ．方法（ ）

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．ＲＣ

Ｂ．アスファルト再生合材（30％再生）

Ｃ．アスファルト再生合材（100％再生）

Ｅ．

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．納入場所( ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．引渡し場所( ）

Ａ．仮設費（ ）

Ｂ．安全費（ ）

Ｃ．営繕費（ ）

Ｄ．地域連携（ ）

４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり Ａ．品質証明員の配置あり

Ａ．範囲（ ）

Ｂ．時期（ ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

５．占用支障物件あり（ガス）

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）

７．占用支障物件あり（その他）

再 生 材 使 用

排 水 工 関 係

そ の 他

６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり

７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実
　　施要綱」に基づく提出・提示書類あり

１．占用支障物件あり（電気）

２．占用支障物件あり（電話）

４．占用支承物件あり（下水道）

３．占用支障物件あり（水道）

6.0

５．部分使用

Ｄ．再生材を使用できない場合別途協議

３．現場環境改善

２．支給材あり

１．現場発生材あり

１．再生材使用指定あり



可児市立西可児中学校給水設備改修工事

M 機械設備工事 1.0 式

Ⅰ 直接工事費　　　計 1.0 式

Ⅱ 共通仮設費 1.0 式

　 純工事費　　　計 　 　

　
Ⅲ 現場管理費 1.0 式

工事原価　　　計

　 　 　
　

Ⅳ 一般管理費等負担額 1.0 式

工事価格　　計

　
Ⅴ 消費税相当額 1.0 式

総　　合　　計

金　　　　額 備　　　　　　　　　　考記号 工    事    名    称 摘　　　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価

　　総　括 1 内訳書　　　



M 機械設備工事

ａ 屋外給水設備改修工事 1 式

ｂ 管理特別教室棟給水設備改修工事 1 式

計

金　額 備　　考名　　称 内　　容 数　量 単　位 単　価

2



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

a 屋外給水設備改修工事

a1 直接仮設工事 1 式

a2 給水設備工事 1 式

　 合　　　　　計

P.  2

a3 解体工事 1 式

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

a1 直接仮設工事

機械運搬 1 往復

養生費 397 ｍ2

清掃、片付け 397 ｍ2

小計

P.  3

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

a2 給水設備工事

屋外給水管 ポリエチレン管100A 204 ｍ

　〃 ポリエチレン管75A 41 ｍ

　〃 ポリエチレン管40A 16 ｍ

　〃 ポリエチレン管30A 3 ｍ

　〃 ポリエチレン管25A 52 ｍ

ＥＦチーズ 100×100 1 箇所

ＥＦサドル付分水栓 100×40 2 箇所

　〃 100×30 1 箇所

　〃 100×25 2 箇所

　〃 25×25 1 箇所

ステンレス製フレキ 100A×300L 1 箇所

保温材巻き 100A　　E2・ロ・Ｖ 3 ｍ

　〃 40A　　　　〃 3 ｍ

足洗い仕切弁切断・接続 既設仕切弁20φ 3 箇所

プール仕切弁切断・接続 既設仕切弁80φ 1 箇所

量水器配管仕切弁新設
100φ 配管切断・接続・BOX(ｽﾗ
ﾌﾞ)共 1 箇所

体育館仕切弁新設 40φ 配管切断・接続・BOX共 1 箇所

　〃 32φ 配管切断・接続・BOX共 1 箇所

P.  4

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

体育館仕切弁新設 25φ 配管切断・接続・BOX共 2 箇所

受水槽仕切弁新設 100φ 配管切断・接続共 1 箇所

消火栓受水槽仕切弁新設 40φ 配管切断・接続共 1 箇所

プール仕切弁新設 80φ・BOX(ｽﾗﾌﾞ)共 1 箇所

屋外配管架台 受水槽 6 ｍ

土工事 1 式

アスファルト舗装復旧 365 ㎡

土間コンクリート復旧 6.8 ㎡

インターロッキングブロック復旧 24.8 ㎡

小計

P.  5

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

a3 解体工事

外部床仕上撤去 カッター切共 1 式

支障配管撤去 1 式

発生材処分 1 式

小計

P.  6

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

b 管理特別教室棟給水設備改修工事

b1 直接仮設工事 1 式

b2 給水設備工事 1 式

　 合　　　　　計

P.  7

名　　　　　称

b3 解体工事 1 式



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

b1 直接仮設工事

外部足場 くさび緊結式足場 341 ｍ2

内部足場 脚立足場 32.0 ｍ2

機械運搬 1 往復

養生費 32.0 ｍ2

清掃、片付け 32.0 ｍ2

小計

P.  8

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

b2 給水設備工事

給水管（屋外露出部） 塩ビライニング鋼管80A 9 ｍ

　〃 塩ビライニング鋼管65A 37 ｍ

　〃 塩ビライニング鋼管50A 5 ｍ

　〃 塩ビライニング鋼管40A 2 ｍ

　〃 塩ビライニング鋼管25A 59 ｍ

　〃 塩ビライニング鋼管20A 33 ｍ

給水管（屋内露出部） 塩ビライニング鋼管80A 3 ｍ

　〃 塩ビライニング鋼管40A 19 ｍ

　〃 塩ビライニング鋼管25A 7 ｍ

　〃 塩ビライニング鋼管20A 14 ｍ

給水管（天井裏隠ぺい部） 塩ビライニング鋼管80A 5 ｍ

　〃 塩ビライニング鋼管40A 4 ｍ

保温材巻き（外部露出部） 80A　E2・ロ・Ｖ 9 ｍ

　〃 65A　　　〃 37 ｍ

　〃 50A　　　〃 5 ｍ

　〃 40A　　　〃 2 ｍ

　〃 25A　　　〃 59 ｍ

　〃 20A　　　〃 33 ｍ

P.  9

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

保温材巻き（屋内露出部） 80A　A2・ロ・Ｖ 3 ｍ

　〃 40A　　　〃 19 ｍ

　〃 25A　　　〃 7 ｍ

　〃 20A　　　〃 14 ｍ

保温材巻き（天井裏隠ぺい部） 80A　C2・ロ・Ｖ 5 ｍ

　〃 40A　　　〃 4 ｍ

新設仕切弁 JIS 10K 65φ 1 箇所

　〃 JIS 10K 40φ 3 箇所

　〃 JIS 10K 25φ 3 箇所

　〃 JIS 10K 20φ 2 箇所

既設管切断・接続 80φ 1 箇所

　〃 50φ 1 箇所

　〃 40φ 2 箇所

　〃 25φ 1 箇所

　〃 20φ 3 箇所

屋外配管架台 129 ｍ

土工事 外部床仕上工事を含む 1 式

アスファルト舗装復旧 7.5 ㎡

土間コンクリート復旧 2.3 ㎡

P.  10

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

天井点検口 天井切欠き・下地補強共 3 箇所

既設アルミサッシ改修 ガラス撤去、アルミパネル取付 3 箇所

コンクリート壁貫通 100φ D120～150 1 箇所

　〃 50φ　D120～150 2 箇所

小計

P.  11

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

b3 解体工事

仕上撤去 1 式

支障配管撤去 1 式

発生材処分 1 式

小計

P.  12

名　　　　　称



摘　　　　　要 数　  量 単位 単　　価 金　　　　額 備　　　　考

Ⅱ 共通仮設費

仮囲い Ａ型バリケード 40.0 ｍ

安全対策 交通誘導員Ｂ 4 人

小計

P.  13

名　　　　　称



図 面 リ ス ト

図 面 名 称番号 縮 尺

特 記 仕 様 書 　 （ ２ ）

特 記 仕 様 書 　 （ ３ ）

特 記 仕 様 書 　 （ １ ）

現 況 １ 階 平 面 図

現 況 ２ ･３ 階 平 面 図

現 況 Ｒ 階 平 面 図

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

改 修 配 置 図

現 況 配 置 図 ・ 付 近 見 取 図

改 修 １ 階 平 面 図

改 修 ２ ･３ 階 平 面 図

改 修 Ｒ 階 平 面 図

０９

０８

１０

１１

1 / 1 0 0 0

1 / 1 0 0 0

1 / 3 0 0

1 / 3 0 0

1 / 3 0 0

1 / 3 0 0

1 / 3 0 0

1 / 3 0 0

可児市立西可児中学校 給水設備改修工事



承　認 設　計 設計年月日 NO.
工事名

図面名

工 事 設 計 図
備  考

TEL 0574 (62) 1881

１ 級 建 築 士 　 三  宅  晶  信 　 第 68278号FAX 0574 (62) 5432

株 式 会 社

scale　 1/300

総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね１０日前までに支障のない状況まで完了していること。

・　適用する。

工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。

　　ただし、仮設工事材料、リサイクル製品及び特に指定したものは新品でなくともよい。

２．主要材料については、契約後、速やかに主要機材の製作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。

　　受ける。

使用する機材が、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」による場合は、

評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2(c)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することがで

・　配管（建築配管作業） ・　熱絶縁施工（保温保冷工事作業） ・　建築板金（ダクト板金作業）

・　空気圧縮装置組立て（空気圧縮装置組立て作業）・　冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業） ・　塗装

・　さく井（ ・ パーカッション式さく井工事作業　・ ロータリー式さく井工事作業 ） ・ 鉄工（ ・ 製缶作業 ・ 構造物鉄工作業）

１

地名地番

　１

　２

　３

　４

　工事名称

　主要用途

　工事種別

　工事場所

都市計画区域

都市計画区域外

　　都市計画区域内　（　　　　市街化区域　　　　市街化調整区域　　　　その他　　）

　　第一種低層住居専用地域　　　　第二種低層住居専用地域　　　　第一種中高層住居専用地域　

第二種中高層住居専用地域　　　　第一種住居地域　　　　第二種住居地域　　　　準住居地域

近隣商業地域　　　　商業地域　　　　準工業地域　　　　工業地域　　　　工業専用地域

　用途地域の指定のない区域

防火地域　　　　準防火地域　　　　指定なし

建築基準法第２２条指定区域内　　　　建築基準法第２２条指定区域外

用途地域

防火地域

その他の指定

　５　都市計画法等

区　　分 備　　　　考

構　　造

階　　数

建築面積

別表第一
項項 項

　　印の付いたものが対象工事

屋　外

建物別及び屋外

工事種別

工　事　種　別

　６　工事建物の概要

　７　工事種目

　８　別途工事

　　　　棟 　　　　棟

棟

一式

昇降機設備工事

電話工事

一式

一式

搬送設備工事 一式

建築工事 一式

一式解体工事

空気調和設備

換気設備

排煙設備

自動制御設備

その他設備

衛生器具設備

給水設備

排水通気設備

給湯設備

消火設備

ガス設備

厨房器具設備

さく井工事

その他設備

電気設備工事

一般仕様

（１）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁

１）新設工事共通仕様書（Ａ．７ 工事種目において新設・増設一式とあるもの）

（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。

２）改修工事共通仕様書（Ａ．７ 工事種目において改修・撤去一式とあるもの）

（１）特記仕様書、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁

式又は（３）手すり先行専用足場方式により、足場の組立、解体又は変更の作業を行う。

の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、同ガイドライン「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合するてすり、中

足場を設ける場合は「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基発第０４２４００１号平成２１年４月２４日）

・本工事で設置する。　

１
　
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

章 項　　目 特　記　事　項

（５）

（４）

（３）

（２）

図面

現場説明書

特記仕様

標準仕様書及び標準図

３）設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の（１）～（５）の順番とおりとする。

（１） 質問回答書

特記事項のうち選択する事項は、　印の付いたものを適用する。

項目は、番号に○印の付いたものを適用する。１）　特記仕様２

３）

２）

３ 妨害又は不当要求に対する通報義務

２）

不当介入における

通報義務

要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止す

ることがある。

求することができる。
延べ床面積

消防法施行令

受注者は契約の履行に当たって、暴力団関係者等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な

受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長を請

浄化槽設備

さん及び幅木の機能を有する足場とし、同ガイドライン「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方

１ 書類の書式等

２ 工事実績情報の登録

３ 概成工期

４ 電気保安技術者

５ 事故報告

６ 機材等

７ 機材の品質･性能証明

８ 機器姿図

９ 再生資源利用計画書

及び再生資源利用促
進計画書の提出

11 技能士

12 足場さん橋類

東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては、「大規模地震対策特別措置法」による警戒宣言が発せられた場合、受注

者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止等の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。　又この事実が発生し

た場合は、契約書第２６条（臨機の措置）によって処理されたものとする。

工事請負金額500万円以上(消費税込)の工事について、工事実績情報を登録することとする。（登録先（財）日本建設情報総合センター）

　　これらの機器、機材は監督員の承諾を受け施工する。

きる。ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。

（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。

１）

３．設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等については、あらかじめ見本を提出して確認を

・　適用しない。

10 電気工事士 ・　最大電力５００ｋｗ以上の場合、第一種電気工事士のより施工を行う。
・　最大電力５００ｋｗ未満の場合、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工を行う。

・別契約の関係受注者(包含工事の場合は元請)が設置したものは無償で使用できる。

に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。

１）技能士の適用は、次の職種による。

１．本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質および性能を有する新品とする。

２）本工事は前項で指定する職種別に１名以上の一級技能士が作業をするとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を
図るための作業指導を行うこと。

可 児 市 立 西 可 児 中 学 校  給 水 設 備 改 修

特記仕様書.101

可児市立西可児中学校 給水設備改修工事

中学校

　　新築　　　　増築　　　　改築　　　　改修

岐阜県可児市若葉台7丁目147

普通特別教室　棟

鉄筋コンクリート造

3階建て

7

棟 棟普通特別教室棟

改修 改修

最新版）による。

営繕部監修の公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）及び公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）

営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）及び公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（最新版）

による。

本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「可児市建設工事における取扱い書類一覧」に基づき作成する。

設計図の形状及び寸法は、概略を示す。

建設リサイクル法の実施に係る可児市建設工事共通仕様書に基づき、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了時



承　認 設　計 設計年月日 NO.
工事名

図面名

工 事 設 計 図
備  考

TEL 0574 (62) 1881

１ 級 建 築 士 　 三  宅  晶  信 　 第 68278号FAX 0574 (62) 5432

株 式 会 社

scale　 1/300

・　引き渡しを要するもの　　（　　　　　　　　　　　　　） ・　特別管理産業廃棄物　　　（　　　　　　　　　　　　　）

施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。

総合施工計画書

工種別施工計画書

・　設けない ・　設ける（　　　　号） ・　既設建物を使用

ただし、設置条件は、構内につくることが　　（　・　できる　　　・　できない　　）。

工事施工中、火災保険又は、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の写しを提出する。

・　既存完成図（CADデータ）修正

による。この場合、請負金額の変更は行わない。

・　風量調整 ・　水量調整 ・　室内外空気の温湿度測定 ・　室内空気流じんあいの測定

総合調整の項目

・　本工事として下記の測定表を提出する。

監督員の指示による。

・　騒音の測定 ・　振動調整

不燃材料以外の配管が防火区画を貫通する場合は、建築基準法令に適合する工法、又は、（財）日本建築センター防災

3)　埋戻土及び盛土

3
・　山砂の類　　排水管　0.16m /m   給水管、消火管、ガス管　0.1m /m

3

・　根切土中の良質土　・場外搬入土

(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

(１)地中埋設配管（排水管を除く）

建設発生土(建設工事に伴い発生する土砂等)を搬出又は搬入する場合は「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」(平成19年4月1日施行)を

遵守すること。　またその実施に際しては事前に計画書を作成し監督員へ提出、承認を得ること。

1)　地中埋設標　　　　・　要（図示の箇所）（・コンクリート製　　・鉄製　　・アルミ製）　　・　不要

2)　埋設表示テープ　　・　要（排水管を除く）　　　　・　不要

すべて受注者の負担とする。

4) 地中埋設の鋼管類（排水配管の鋼管類及び合成樹脂等で外面を被覆された部分は除く）の防食処理

・　ペトロラタム系　　・　ブチルゴム系　　・プラスチックテープ

(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された数値以下とする。

現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難又は、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示

該当する工種別に作成し、監督員に提出する。

完成図をＣＡＤにより作成する場合の保存形式及び保存媒体は、監督員の指示による。

産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに

・　飲料水の水質の測定　(　　　項目)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領(平成24年版)・同解説　工事写真の撮り方（建築設備編）」による他、

監督職員の指示により撮影し提出する。 

・　初期運転状態の記録

・　再生資源化を図るもの　　（　　　　　　　　　　　　  ）

・　上記以外の発生材の処分地（　　　　　　　　　　　　  ）

・　撤去する配管、ダクト等の保温は分離する

・　配管、ダクト等の支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する

・　石綿含有品　　　　　　　（ ・ 配管用成形保温材 ・ フランジ用ガスケット （ ・ 配管　・ ダクト ・ ボイラー本体 ））

評定委員会の評定済工法とする。　さらに、消防法令による防火区画を貫通する場合は、消防法令に適合する工法、又

は、（財）日本消防設備安全センター評定済工法による。　

建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処理に至るまで適正に処理されていることを確認する。

(１)呼び径60SU以下のステンレス鋼管の継手は、下記による。

(５)呼び径50以下のポリエチレン管の継手は下記による。

(３)溶接部の非破壊検査　　・ 不要　　・ 要(　　　　)

　　・ 金属継手 ( JWWA B 116 )

(１)　鋼　管

 　　　８０Ａ以下　　 ・　 ネジ　　　　・ 　　　　　　
 　　　１００Ａ　　　 ・　 ネジ　　　　・ フランジ　　・　溶接　　　
 　　　１２５Ａ以上　 ・　 ネジ　　　　・ フランジ　　・　溶接　　　
 　　　　　※排水、通気管の場合は、ねじ接合とする。

(２)　ライニング鋼管

 　　　８０Ａ以下　　 ・　 ネジ　　　　 　　　　　　
 　　　１００Ａ以上　 ・　 フランジ　　・ ネジ（　・　内外面ライニング管　　　・　その他　　）
 　　　　　※止むを得ず現場でフランジを取付ける場合は、監督職員の承諾を受け、標準図（施工２）による。

(３)　外面被覆鋼管

 　　　８０Ａ以下　　 ・　 ネジ　　　　・ 　　　　　　
 　　　１００Ａ　　　 ・　 ネジ　　　　・ フランジ　　・　溶接　　　
 　　　１２５Ａ以上　  　　　　　　　　・ フランジ　　・　溶接　　　

ただし、屋外及び地下ピット内等を除く。

次の配管には防振吊り金物（ ・　シングル　　・　ダブル）又は、防振支持金物を設ける。

・　口径６５Ａ以上の配管（ ・　冷温水　　・　冷却水　　・　冷水）

油系に使用する弁は、１０Ｋ（マレアブル弁等）とする。

ステンレス鋼管に取付ける呼び径65以上の弁は、ステンレス製とする。

・弁名札及び開閉状況札を取り付ける。

水道直結給水配管系に使用する弁は、ＪＩＳ又はＪＶ １０Ｋとする。

特記のない弁は、ＪＩＳ又はＪＶ １０Ｋとする。

図示の箇所に取り付ける。

・　ベローズ形　　・　スリーブ形

　　メカニカル形管継手（ ・ 拡管式　　・ プレス式）

(４)給水に使用するポリエチレン管は、呼び径50以下は( ・ １種（軟質）・ ２種（硬質）)の2層管とし75以上の管は、JWWA K 145 による。
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31 案　内　板

32 配　　管

34 弁　　類

35 絶縁フランジ･絶縁継手

36 鋼管用伸縮管継手

37 防振吊り金物及び

　　　　　防振支持金物

33 管の接合

13 施工図等

14 工事写真

15 監督職員事務所

16 工事用電力･水その他

17 工事用仮設物

18 施工計画書

19 火災保険等

20 軽微な変更

21 完成図等

22 営繕工事電子納品

23 総合調整

24 残土処分

25 地中埋設工事等

26 貫通部の処理

27 発生材の処理等

28 産業廃棄物の適正処理

30 耐 震 措 置

本工事に必要な工事用電力・水等及び諸手続きなどに要する費用はすべて受注者の負担とする。

工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。

29 容量等の表示

(1) 機器の据付及び取付

　設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に、地域係数(1.0)及び下表に示す設計用

　水平震度を乗じたものとする。

但し、案内板の大きさは、約　　　　ｍ

機器システム図及び重要な定期点検項目等を記載した ・ アクリル樹脂製  ・ 市販パネル　の案内板を設備機械室に設ける。
2 とする。

設備機器の固定は、次によるほか、すべて「建築設備耐震設計・施工指針　2014年版」(独立行政法人 建築研究所)による。

　　・ (a)　　・ (b) 　・ (c) 

２） 保温の種別（下記表の他は標準仕様書による）

１） 保温材の種類　（　・（イ）ロックウール保温材　・（ロ）グラスウール保温材　・（ハ）ポリスチレンフォーム保温材　）

屋内露出部

機械室等

天井内等

床下等

屋外露出等

種別
仕様区分 給水管 排水管 給湯管 冷水管 温水管 冷温水管 冷媒管 空調ダクト 外気ダクト

衛　生　設　備 空　調　設　備

＊仕上げ記号は、標準仕様書による。

38 保温及び塗装

・　土壌検査　（　・　実施する　　・　実施しない　　・　実施済み　） ・　構内敷均し ・　建築工事にて処分

(２)建物導入部配管の変位吸収方法は標準図施工4,5(建築物導入部の変位吸収配管要領)による。

中間階

上層階

屋上及び

搭屋

１階及び地下階

・　特 定 の 施 設 ・　一 般 の 施 設

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器
設置場所 機器種別

機器

防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

2.0

2.0

2.0

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

0.6

0.4

0.6

0.6

局部震度法による建築設備機器の設計用水平震度

可 児 市 立 西 可 児 中 学 校  給 水 設 備 改 修

02 特記仕様書.2

完成図等は、標準仕様書第1編第1章第7節「完成図等」、「可児市建設工事における取扱い一覧」により作成する。

Ｃ２･ロ･Ⅴ

Ａ２･ロ･Ⅴ

Ｅ２･ロ･Ⅴ

（　　　　）書き又は△を頭に付した室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。

電線類は、EMケーブルを使用する。(機器、盤類を除いてもよい。)

設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に工事の施工を行う場合は、あらかじめ理由を付した書面によって

監督員に通知する。（事前に工程表等により提出されている場合は不要とする。）

40 天井仕上区分

41 他工事との工事区分

42 電　線　類

43 施工条件

44 騒音・振動の防止

図面に特記なき場合は、別表-1「他工事との取合い区分表」による。ただし、これにより難い場合は監督員と協議する。

本工事においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正 平成13年4月9日

国土交通省告示第487号）に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。ただしこれにより難い場合は、監督員と協議する。

(2) 定期安全訓練・研修等

定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記URL参照）

　の活用により、工事現場で予想される事故防止対策を必ず実施すること。

  　 1.安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育　2.当該工事内容等の周知徹底　3.工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
  　 4.当該工事における災害対策訓練          　  5.その他、安全・訓練等として必要な事項

(1) 安全施設の使用・設置

  安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければならない。

  1) 原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合は、作業する高さに関わらず安全帯を使用しなければならない。

　2) 安全帯は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業用、補助用の２丁掛としなければならない。

46 事故再発防止策

45 排出ガス対策
建設機械の使用

本工事においては、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。ただしこれにより難い場合

監督員と協議する。

既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッターによる。39 は　つ　り

穴開けを行う際は、超音波探査等の機器で鉄筋、電線管等の探査を行う。

受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、4時間以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、

http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/gijutsu-kanri/11656/jikojireishuu.html

３）次の金属電線管は塗装を行う。(　・屋外露出　　・　　　　　)

４）外装材の種類

屋内露出部(・合成樹脂カバー　)

天井内等(・アルミガラスクロス粘着テープ　)

屋外露出部(・ステンレス鋼板)
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１ 級 建 築 士 　 三  宅  晶  信 　 第 68278号FAX 0574 (62) 5432

株 式 会 社
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ただし、絶縁劣化等使用に耐えない場合は、監督員に報告する。

取外し再使用機器は、清掃のうえ取付ける。また、電気使用機器は絶縁抵抗を測定を行う。

４ 足　　場

３ 既設との取合い 本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。

２ 再使用機器

１ 改修共通仕様書
改
修
関
係
事
項

47　その他

５ 水　栓　柱

４ 量水器桝

・塩ビライニング鋼管(　・ VA　　・ VB　)

１ 配管材料

 

 
 

(1)一般配管　　　・ステンレス鋼管（SUS304）　・ポリ粉体鋼管( ・ PA　　･  PB　)

上記の選択で、ポリ粉体鋼管または塩ビライニング鋼管を使用する場合、厨房・浴室等のシンダー内配管は(　・PD　　・VD　)とする。

２ 引き込み納付金

３ 量　水　器

(3)水道直結配管　　引込みは水道事業者の指定による。量水器以降は(1)及び(2)による。 

・　要（　・　本工事　　・　別途工事）　　・　不要
 

 

 

・　ポリエチレン管(屋外埋設部分)　・　ポリ粉体鋼管(PD)　・　塩ビライニング鋼管(VD)

７ 凍結深度

 ・　水道事業者指定品（　・　貸与品　　・　買取り）・　標準図ＭＣ形

・　変位を吸収できるようにスリークッションとする。

屋外配管の凍結深度は　　　mmとする。　
 

 

 

 

 

(2)地中埋設配管　・　ステンレス鋼管(SUS316)(　・　建物内　・　屋外部分　)　　・　硬質ポリ塩化ビニル管（　・　HIVP　・　VP　）

子メーター　（ ・ 買取り　  ・　　　  　）　　子メーターの形式（ ・ 直読　・　パルス）

親メーター  （ ・ 貸与品　　・　　　　　）　　親メーターの形式（ ・ 直読　・　パルス）

 ・　合成樹脂製　　・　人造石とぎ出し製　　・　ステンレス製   ・　アルミニウム合金製

６ 管の地中埋設深さ 埋設深さは原則として、車両通行部分では管の上端より( ・　600mm　・ 　 　　mm)以上

　　　　　　　　　　　その他の部分では管の上端より( ・　300mm　・ 　 　　mm)以上

可 児 市 立 西 可 児 中 学 校  給 水 設 備 改 修

6. 系統、管種ごとに色分けし施工図を作成すること。

7. ポンプ、ボイラー等機器類周りの配管は、機器の更新が容易にできるよう、フランジ接続とするなど配慮すること。

5 .現場内の資材の保管に当たっては直射日光、風雨に曝されないよう十分な対策を講じること。（屋根下での保管、棚での保管等）

 　またメンテナンスを要する機器についてはその旨を表記する。

4 .天井内に設置する、点検、操作等を要する機器、バルブ等の最寄りの点検口（裏面）に機器名、用途、系統名等を表記すること。

3．屋外設置のマンホール類には用途名を入れる。

　　(2) ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。

　　(1) ディーゼルエンジンを動力とする車両にはJIS規格の軽油を使用すること。

2．ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について。

1．屋外で使用する鋼材等は、（　・溶融亜鉛めっき仕上げ　　・ステンレス鋼材　）とする。

8. 完成時に提出する「建物管理者への引き渡し書類」に、工事対象設備の日常点検、定期点検、点検項目等を記した維持管理計画書、

 　点検チェックシートを添付すること。また各主要機器には簡易なマニュアル、系統説明書を配備すること。

9．流し周りなど利用者が直接触れる場所、通路、日常点検など、動線周囲の設備機器、バルブ、架台等は安全性を考慮して設置すること。

10．設備配管の管種が多いため、施工中の誤配管を防止するため施工途中配管へのマーキング、記録など配慮すること。

11．隠ぺい部(天井・ﾋﾟｯﾄ等)の系統、管種が明確になるよう、管表面にラベルなどを設けること。(設置間隔等は監督員との協議による)

１
　
一
般
共
通
事
項

03 特記仕様書.3

給
水
設
備

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）(最新版)を使用する。（以下改修標仕という）

「改修標仕」第1編2.2.1による。

養生範囲（　・図示　　・ 施工部分とその周囲　）　養生方法（　・ 必要に応じてビニルシート等　）

「改修標仕」第３編2.2.9「ダクト清掃」を 　・　行う　　　・　行わない

 ・ 断線時の復旧に関する計画の作成及び資材等の準備

 ・ 断線時の影響範囲の確認(停電･断線等)及び施設管理者への周知

 ・ 既設図面による対象の有無を確認 (鉄筋､電線管等)

超音波探査等による埋設物の調査を行う。範囲は監督職員の指示による。９ 非破壊検査等

７ 養生

８ 既設ダクトの再利用 「改修標仕」第３編2.2.8「既設ダクトの再利用」による。

既存部分の養生は、下記によるほか「改修標仕」第１編３章による。

（　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種）

６ 仮設間仕切 仮設間仕切は、「改修標仕」第１編2.2.3による。種別は、下記による。

事前調査

調査範囲　方法　　・ 図示　　　

調 査 項 目 　

(２)新設配管は、既設配管との接続前に試験を行う。

(１)各種配管の試験は、新設配管に適用する。10 試　　験

　
11 撤去工事 撤去する配管、ダクト等の保温は分離する。

撤去する配管、ダクト等の支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。

石綿含有分析調査　　　・　本工事　　　・　別途工事

石綿撤去方法　　      ・　図示による。

施工計画調査

・下記によるほか、「改修標仕」第１編1.5.1及び1.5.2による。

調査範囲　方法　　・ 図示　　　

調 査 項 目 　

５ 施工調査
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凡 例

：給水管(SGP-VB)地中埋設を示す。
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凡 例

：給水管(SGP-VB)を示す。
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凡 例

：給水管(SGP-VB)を示す。
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天井裏配管
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屋上庇の出を示す

可 児 市 立 西 可 児 中 学 校  給 水 設 備 改 修

現 況 Ｒ 階 平 面 図07

凡 例
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既設配管を切断･接続

既設量水器100φ

新設仕切弁100φ･仕切弁BOX(ｽﾗﾌﾞ共)

既設仕切り弁･ｺﾝｸﾘｰﾄBOX撤去(900×900)

既設配管

既設配管

既
設

配
管

M

既設量水器80φに接続

既設足洗い場止水栓20φに接続

北

L=165,000

：給水管埋設土工事に伴うｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去･復旧を示す。(ｶｯﾀｰ切り共)

：給水管埋設土工事に伴うｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取外し･復旧を示す。

：給水管埋設土工事に伴う土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去･復旧を示す。(ｶｯﾀｰ切り共)

：既設給水配管を示す（新設工事に支障ある部分のみ撤去）

：新設給水配管を示す（屋外埋設：ポリエチレン管HPPE、屋外露出･屋内：硬質塩ビライニング鋼管）

受水槽

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

消火栓水槽

既設不棟水栓に接続(仕切弁25φ新設)

仕切弁取替25φ ･40φ ･32A及び既設管に接続
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1
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100

新設仕切弁100φ及び既設管に接続(ｽﾃﾝﾌﾚｷ100A× 300L)

新設仕切弁40φ及び既設管に接続

7
5

7
5

2
5

08

凡 例

中切川

配膳室棟 特別教室棟

屋内運動場

普通教室棟

管理特別教室棟 普通特別教室棟

普通特別教室棟

沈砂池

沈砂池

器具庫

ﾎﾟﾝﾌﾟ庫

自転車置場

彫塑器具庫

付属棟

付属棟

運動場

ﾌﾟｰﾙ

a
a

a

a

b
c

a

a

a

a

a

a

a

b

c

※1　寸法は参考とし、監督員と打合せの上施工を進めること。

※2　配管埋設による地盤沈下防止の為、仮復旧の約2か月後に影響幅管中心より各300mm

までを本復旧すること。

※3　配管埋設部分に標示テープを施工すること。

自転車置場

配  置  図 　 　 　 1/1000
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：給水管埋設土工事に伴うｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去･復旧を示す。(ｶｯﾀｰ切り共)

：給水管埋設土工事に伴うｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ取外し･復旧を示す。

：給水管埋設土工事に伴う土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去･復旧を示す。(ｶｯﾀｰ切り共)

凡 例

：既設給水配管を示す（新設工事に支障ある部分のみ撤去）

：新設給水配管を示す（屋外埋設：ポリエチレン管HPPE、屋外露出･屋内：硬質塩ビライニング鋼管SGP-VB）

消火栓受水槽
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新設仕切弁40φ及び既設管に接続

既設仕切弁80φに接続

渡り廊下部分土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去･新設(土間ｶｯﾀｰ共)

25

新設仕切弁25φ(BOX共)及び既設管に接続
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